
消費税

（１）  課税状況

税　額 税　額 税　額

千円 件 千円 千円

一般申告及び処理 4,044,187 31,094 173,537,137 40,980 177,581,324

簡易申告及び処理 5,019,847 31,104 29,126,808 41,043 34,146,656

納 税 申 告 計 9,064,034 62,198 202,663,945 82,023 211,727,979

還付申告及び処理 443,442 1,858 8,179,643 2,682 8,623,085

申 告 及 び 処 理 に よ る
増 差 税 額 の あ る も の

申 告 及 び 処 理 に よ る
減 差 税 額 の あ る も の

実 8,906,575 64,517 195,183,627 85,634 204,090,202

54,909 2,459 180,836 3,965 235,745

区          分

現年分

既往年分

差 引 計

加 算 税

824

件　数

2,526 988,869

実

1,985

21,117

9,939

件

19,825

個人事業者

件　数

法　　　　　　　　人

9,886

件　数

件

合　　　　　　　　計

4,511

1,506

実

1,310,893

172 36,041 298 289,544 470 325,585

322,025

調査期間： 「現年分」は、平成14年4月1日から平成15年3月31日までに終了した課税期間について、平成15年6月30日現在

の申告(国・地方公共団体等については平成15年9月30日までの申告を含む。)及び処理(更正、決定等)による課税事績

を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。 

      「既往年分」は、平成14年3月31日以前に終了した課税期間について、平成14年7月1日から平成15年6月30日ま

での間の申告（平成14年7月1日から同年9月30日までの間の国・地方公共団体等に係る申告を除く。）及び処理（更正、

決定等）による課税事績を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。 

  (注) １ 法人は、個人事業者以外のすべての事業者をいい、公共法人、公益法人、国及び地方公共団体の特別会計を含む。 

     ２ 「件数」欄の「実」は、実件数を示す。 



第Ⅲ－１図　消費税の納税件数及び納税額の構成割合
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